
景観法第 16 条第 1 項の規定に基づく届出及び同条第 5 項後段の規定に基づく通知が必要

となる行為の一覧表

１ 届出対象行為

（１）町全域（景観重点区域を除く）における届出対象行為

対象 基 準

建築物 ・延べ床面積１００㎡以上の建築物の新築、増築、改築、色彩変更

・高さ１０ｍ以上の建築物の新築、増築、改築

工作物 ・地盤面から上端までの高さが１０ｍ以上の工作物の設置

開発行為等 ・面積５００㎡以上の土地区画形質の変更

・面積５００㎡以上の土砂、砂利の採取及び排出

・面積１０００㎡以上の屋外における物品の集積及び貯蔵

屋外広告物※ ・屋外広告物条例の規定による許可を要するもの

（２）景観重点区域における届出対象行為

対象 基 準

建築物 ・延べ床面積１０㎡以上の建築物の新築、増築、改築

・延べ床面積２０㎡以上の建築物の色彩変更

工作物 ・地盤面から上端までの高さが２ｍ以上の工作物の設置

開発行為等 ・面積２００㎡以上の土地区画形質の変更

・面積２００㎡以上の土砂、砂利の採取及び排出

・面積１００㎡以上又は高さ１．５ｍの屋外における物品の集積及

び貯蔵

屋外広告物※ ・屋外広告物条例の規定による許可を要するもの

なお、工作物とは、煙突、排気塔、電波塔、高架水槽、冷却塔、彫像、記念碑、鉄柱、

観覧車、コースター、コンクリートプラント、アスファルトプラント、石油・ガス等貯

蔵処理施設、汚水処理施設、ゴミ処理施設、塀、柵、保管庫及びこれらに類する施設と

する。

※屋外広告物の設置申請は、「内子町屋外広告物条例」が適用される。


